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実施計画の
位置付け
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（様式２）

13申込日

政策会議

検討経過等
内　　容

打　合　せ　・　会　議　の　経　過

健康福祉 福祉 精神保健福祉課 課

政策調整会議

なし
施策番号及び
実施計画事業名

なし

審議（希望）日
局・区経営会議 平成29 11

関係課長会議

概 要

審議内容
（論点）

　精神障害者の福祉の向上を図るため、平成３０年４月から措置入院者の退院後における支援を充実
することについて諮るもの。

○措置入院者の退院後支援の充実について

○今後のスケジュール

月　　日

措置入院者の退院後支援の充実について

平成29 10

20

26

会議名等

措置入院者の退院後の支援等に関する検討

調整状況

定数要求、専門職採用

調整項目

なし

議会への情報提供

H28.9.23～H29.1.25検討会議・作業部会

措置入院者の退院後支援の充実についてH29.10.31事務事業調整会議

「措置入院者に対する支援のあり方ガイドライン」の見直しに係る検討

関係課長会議H29.10.26

案 件 名 措置入院者の退院後支援の充実について

庁議（局・区経営会議）　案件申込書

所 管 内線

平成29 11

部 担当者
局
区

精神保健福祉課

関係課長会議
の出席課・
機関等

備　　考

健康福祉総務室

関係課長会議
の結果等

上部庁議へ付議する。

これまでの
庁議での
主な意見

【関係課長会議】
○本人が支援に同意しない場合はどうするのか。
→丁寧な説明を行い、理解が得られるよう努める。
○法改正後の精神障害者支援地域協議会は代表者会議と個別ケース検討会議で構成されるが、平成30年度からは個別
ケース検討会議のみを先行して行うということか。
→お見込みのとおり。代表者会議については法施行後に設置、運営し、精神保健福祉課が事務局として関わる。
○職員体制は年間何名の措置入院者を想定したものか。
→年間８０名を想定している。
○県は法改正を受けて対応を検討するとのことだが、４県市でどのような連携を図るつもりか。
→４県市間で継続した協議・情報交換等を行う予定である。
○個別ケース検討会議の出席者はこれまでかかわりのある者が呼ばれるのか。また報酬は支払われるのか。
→本人のニーズにもよるが、かかわりのある支援者が中心となることを想定している。通常のカンファレンス同様、報酬は想定
していない。
○支援における連携の体制作りは、庁内外の関係者とも共通認識を図られたい。
→承知した。

津久井保健福祉課

財務課

地域福祉課

高齢政策課 地域保健課

中央障害福祉相談課 南障害福祉相談課

企画政策課

緑障害福祉相談課

障害福祉サービス課

情報公開課 職員課

精神保健福祉センター

原案を一部修正し

日程等
調整事項

条例等の調整

なし

なし 個人情報の目的外利用等

職員課

障害政策課

(      局経営会議         )

関係部局との
調整

関係部局名等

時期

事務スケジュールに沿って対応

検討会議・作業部会H29.5.11～H10.23

資料提供 平成30年1月

議会上程時期

審議会等、協議
会等の設置

報道への情報提供 資料提供

パブリックコメント



事案の具体的な内容（１）事案の概要

○経過・背景

本市において精神障害による措置入院を行った者が、退院後に県立津久井やまゆり園の入所者を殺傷した

事件を契機として、国では措置入院者の退院後の支援の充実に向けた制度改正の準備が進められている。

本市においては措置入院者の退院後支援の充実などに取り組んでいるが、措置入院者が退院後に継続的な

支援を確実に受けられ、社会復帰につながるよう、さらなる支援の充実に必要な体制等について整備するもの。

なお、今後予定されている法改正に対しても的確に対応する。

○支援の充実に伴う新たな取組

①措置決定

法に基づく措置入院の決定

②院内面接等

本人面接等により状態の確認、支援者との関係づくり、支援の同意等

退院後の居住地が市外となる者の引継ぎ

③個別ケース検討会議（新規）

退院後支援計画の作成に向けた本人、家族、医療機関及び関係機関等による協議・情報共有

④計画作成 （新規）

退院後支援計画の作成・交付等

⑤退院後支援 （退院後原則６か月以内） （新規）

退院後支援計画に基づき支援の実施、モニタリング・計画の見直し等

⑥地域支援

退院後支援計画における支援経過の引継ぎを受け、医療を含めた地域生活支援を実施

※法的に十分な裏づけはないため、本人、家族、他自治体や医療機関等の事業への理解の下で事業を実施

○支援の充実に伴う体制（☆は新規事業） ※連携した支援を行う

（２）今後のスケジュール ※４県市間で協議・情報交換等を継続

平成29年11月 平成30年度予算要求

平成30年 1月～医療機関等との情報交換等

医療機関・事業者等に対する説明、職員研修等

市ガイドラインの見直し

4月～新体制での事業開始、法改正後の体制の検討

（３）事業の効果

・退院後支援計画に基づいた支援を切れ目なく受けることで、地域で安心してその人らしい生活を送ることが

期待できる。

・措置入院者のうち、約１５％は措置入院歴があることから、再度措置入院になることを予防する効果も期待

できる。

・支援に関わる関係機関の役割分担を明確にすることで、相互の顔の見える関係づくりが可能となり、有機的

な連携を図ることができる。

（４）支援の充実に伴う事業経費・財源

○退院後支援に係る経費（単年度要因要求の対象）

５４４千円

内訳 旅費 ３８４千円、消耗品費 １００千円、負担金等（研修参加） ６０千円

財源 一般財源 ５４４千円

※財政支援については、機会を捉えて要望しており、今年度については地方交付税の上積みが行われたが、

今後については未定となっている。



年 月 日

実施計画の
位置付け

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ □ □

原案を一部修正し

日程等
調整事項

条例等の調整

なし

なし 個人情報の目的外利用等

高齢政策課

(  局経営会議  )

関係部局との
調整

関係部局名等

時期

担当者打合せ会議H29.10.17

なし

関係課長会議
の出席課・
機関等

備　　考

関係課長会議
の結果等

上部庁議へ付議する。

これまでの
庁議での
主な意見

【関係課長会議・事務事業調整会議】
○設置の背景のうち、国の動向には、成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下、「促進法」という。）に関する記載し
かないが、（仮称）権利擁護センターの設置に向けては、障害者虐待防止法の施行や新オレンジプランの策定などを踏まえ
て検討した経過があるので、加えたほうがよいのではないか。
　→国の動向について、修正する。
○あんしんセンターの名称を変更することは問題ないと思うが、名称を「権利擁護センター」とする場合、市民は、市長申立
ての事務や虐待防止に関する相談受付なども行うと認識するのではないか。実施する事業に応じた名称を検討したほうが
よいのではないか。
　→意見を踏まえて、関係課及び市社協と協議する。
○権利擁護の推進における課題に、高齢者及び障害者の虐待防止等も含めるべきではないか。合わせて、今後検討を要
するものに含めるべきではないか。
　→（仮称）権利擁護センターでは、福祉サービスにおける権利擁護の取組について段階的に取り組んでいく予定であるが、
今後検討を要するものの中に含めていく。
○意見になるが、将来的には、（仮称）権利擁護センターにおいて、市長申立て業務なども含めた権利擁護に関する取組を
一体的に実施することを検討してもよいのではないか。
○第７期高齢者保健福祉計画には、「（仮称）権利擁護センターとの連携」とともに、「権利擁護支援のための地域連携ネット
ワークづくりの推進」を掲載する予定であり、この中で中核機関の設置も含め、保険高齢部を中心に検討したいと考えてい
る。
○地域連携ネットワーク（協議会等）の設立に向けては、地域団体等と議論を重ね、方向性を作り上げていきたいと考えてい
る。
○高齢者、障害者の権利を擁護する大事な事業であるので、連携して取り組んでもらいたい。
○後期実施計画の位置づけがないが、実施するということか。
　→後期実施計画の掲載事業選定の中で採択されなかった事業であるが、その後、促進法の施行などの状況の変化もあっ
たため、改めて事業内容を検討した上で実施するものである。
○権利擁護にまつわる市の取組の全体像を示した方がよいのではないか。

財務課（代理）

健康福祉総務室

障害政策課

経営監理課（代理）

地域福祉課

地域包括ケア推進課

総務法制課 企画政策課（代理）

中央高齢者相談課

庁議（局・区経営会議）　案件申込書

所 管 内線

平成29 11

部 担当者
局
区

H29.10.2担当者打合せ会議
（仮称）権利擁護センターの機能、運営体制等について、障害政策課、
中央高齢者相談課、地域福祉課及び市社協担当者で検討

案 件 名 （仮称）権利擁護センターの設置について

議会上程時期

審議会等、協議
会等の設置

報道への情報提供 なし

パブリックコメント

（仮称）権利擁護センターの機能、運営体制等について、障害政策課、
中央高齢者相談課、地域福祉課及び市社協担当者で検討

調整状況調整項目

なし

議会への情報提供

関係課長会議

概 要

審議内容
（論点）

　高齢化の進行に伴う認知症高齢者の増加、親亡き後の障害者の地域生活支援のニーズの増加などの要因を踏まえて、市
が実施する市民後見人養成・支援事業及び市社協が実施する日常生活自立支援事業等を含めた権利擁護に関する取組の
一体的な推進のため、市社協内に（仮称）権利擁護センターを設置すること及び運営の支援について協議するもの。

○（仮称）権利擁護センターの設置運営について

なし

審議（希望）日
局・区経営会議 平成29 11

月　　日

平成29 10

20

31

会議名等

（様式２）

13申込日

政策会議

検討経過等
内　　容

打　合　せ　・　会　議　の　経　過

健康福祉 福祉
地域福祉
障害政策

課

政策調整会議

なし
施策番号及び
実施計画事業名



事案の具体的な内容

（１）事案の概要

高齢化の進行に伴う認知症高齢者の増加、親亡き後の障害者の地域生活支援のニーズの増加などの要因を踏

まえて、市及び市社協では、（仮称）権利擁護センターの設置に関して及び設置に向けた支援について、各計

画に盛り込んだ。

平成２８年５月には、成年後見制度の利用促進に関する法律が施行され、成年後見制度の利用促進に関する

施策の実施について、市町村に対して新たに努力義務が課せられた。

こうしたことから、権利擁護の推進を図るため、（仮称）権利擁護センターの設置に向けて取り組むもの。

（２）市及び市社協計画の位置づけ

・第３期地域福祉計画 ・第２期障害者福祉計画 中期実施計画

・第６期高齢者保健福祉計画 ・第８次市社協地域福祉活動計画

（３）権利擁護に関する現在の取組

○市 ・成年後見制度に関する相談受付 ・成年後見制度利用支援事業

・市民後見人養成・支援事業（市社協へ委託）

○市社協 ・日常生活自立支援事業 ・成年後見（法人後見）事業

・市民後見人養成・支援事業（市事業の受託）

（４）権利擁護の推進における課題

・成年後見制度に関する各相談窓口の役割の整理 ・成年後見制度の利用促進

・地域連携ネットワーク（協議会等）の設立、地域連携ネットワークの中核機関の設置と円滑な運営

（５）（仮称）権利擁護センターの機能

・成年後見制度に関する各相談窓口の中心的な役割

・成年後見制度の利用促進

※設置主体 市社協

※設置場所 あじさい会館（現 地域福祉課臨時福祉給付金支給班のスペース活用を検討中）

（６）新たに追加する事業

○親族後見人等への支援

・権利擁護相談員の配置 ・成年後見制度に関する専門的な相談の実施

○成年後見制度利用促進

・パンフレットの作成、配布

・成年後見制度の利用促進を目的とした市民及び福祉職職員向けの講座等の開催

・コミュニティソーシャルワーカー（CSW）との連携による要支援者への制度周知、利用促進

（７）新たに追加する事業の効果

・相談しやすい体制の整備 ・成年後見制度に関する専門的な相談体制の整備

・成年後見制度の利用促進

（８）事業経費

新規事業にかかる経費（年額）

・権利擁護相談員の配置（嘱託職員1人） 3,500千円 ・講師謝礼 76千円

・専門家（司法書士等）による相談受付業務委託 604千円 ・会場使用料 20千円

・利用促進パンフレット作成費 100千円 合計 4,300千円

（９）財源確保の考え方

相模原あんしんセンター事業補助金の見直し及び市社協による財源投入とともに、障害者及び高齢者に対す

る既存事業の見直しにより確保する。

新規事業にかかる経費 4,300千円

あんしんセンター事業補助金の見直し及び市社協による財源投入の確保分 2,290千円

障害者及び高齢者に対する既存事業の見直しで確保 2,010千円

（10）今後のスケジュール

平成２９年１０月～１１月 庁議

平成３０年 １月 市社協 理事会、評議員会

平成３０年 ４月 （仮称）権利擁護センターの設置、新規事業の実施

平成３０年 ４月以降 広報さがみはら、市及び市社協ホームページなどの広報媒体の活用に



（様式６） 

健康福祉局経営会議 議事録 

 

 
開催日  平成２９年１１月２０日（月） 
 
出席者  梅沢副市長 健康福祉局長 福祉部長 保険高齢部長 保健所長 
     健康福祉総務室長 地域福祉課長 高齢政策課長 地域保健課長 

 精神保健福祉センター所長 精神保健福祉課長 
 
 

１ 措置入院者の退院後支援の充実について 

 

（説明者：福祉部長） 

 

（１）主な意見等 

  
○ 精神保健福祉法の改正にかかる国の動向は。 
→ 法案の再提出について検討中とのことであり、引き続き注視していく。改正法

の施行は平成３１年４月頃と見込んでいる。 
 
○ 新体制における退院後支援とあわせて、地域支援を充実させることが必要だと考

えるが、どのように考えているか。 
→ 退院後支援計画を軸として、地域支援においても医療、保健、福祉の包括的な

連携により、患者を見守り、支援の中断等がないように対応していきたいと考え

ている。 
 

○ 関係者や関係機関などに説明する際には、計画に基づく退院後支援とその後の地

域支援の内容をより具体的に示されたい。 
 → 承知した。 

 
（２）結  果 

 

○ 原案のとおり承認する。 

 

以 上  



（様式６） 

健康福祉局経営会議 議事録 

 
開催日  平成２９年１１月２０日（月） 
 
出席者  梅沢副市長 健康福祉局長 福祉部長 保険高齢部長 保健所長  

健康福祉総務室長 高齢政策課長 地域保健課長  
中央高齢者相談課長（代） 障害政策課長 地域福祉課長 

 
 
 
２ （仮称）権利擁護センターの設置について 

 

（説明者：福祉部長） 

 

（１）主な意見等 

 
 ○ 「権利擁護センター」という名称は、市民に難しい印象を与えるのでは 

ないか。 
  → 名称については、市民に当該センターの取組内容が理解しやすく、また、 

親しみを持っていただけるものとなるよう、市社会福祉協議会と調整を進 
める。 

 
 ○ 権利擁護相談員には何らかの資格を求めるのか。 
  → 現状では資格を求めるものではないが、権利擁護相談員は、適切な支援 

につなげる役割を担うため、一定の経験者の採用を予定しており、事例の 
積み重ね、職員との連携を進めてスキルアップを図っていく。 

 
（２）結  果 

 

○ 原案のとおり承認する。 

 
 

以 上 
 
 
 
 
 


